
令和６年７月の消費生活相談受付状況（速報）（検索日：令和６年８月７日） 

 

 

 

 

 

１ 概況 

7月の相談件数は 773件で、前月と比べると 97件（14.35%）の増加となっています。

また前年同月と比べると 61件（8.57%）の増加となっています。   

      

            

           

      

         

【商品・役務別相談】 

商品・役務が特定されない契約や解約

に関することなどの「商品一般」の相

談が 78件で、相談全体の 10.09%を占

め、前月と比べて 1 件（1.30%）の増

加となっています。注文した覚えのな

い商品が届いたなどの相談が寄せら

れています。   

次に、賃貸アパート退去時の原状回

復費用の負担に関することなどの「集

合住宅」の相談が 75 件で、相談全体

の 9.70%を占め、前月と比べて 

4件（5.06%）の減少となっています。 

 次に、「健康食品」の相談が 49 件

で、相談全体の 6.34%を占め、前月と

比べて 13件（36.11%）の増加となっ

ています。お試しのつもりで商品を

注文したところ、定期購入が条件に

なっていたなどの相談が寄せられて

います。 

 次に、廃品回収サービスや探偵業務等に関する「役務その他」の相談が 43件で、相談

全体の 5.56%を占め、前月と比べて 4件（10.26%）の増加となっています。 

 次に、美容液や除毛クリームの使用等に関する「化粧品」の相談が 32件で、相談全体

の 4.14%を占め、前月と比べて 5件（13.51%）の減少となっています。  
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【相談件数が急増した商品役務】 

 直近１か月間で相談件数が急増した商品役務とその相談概要をご紹介します。 

●ルームエアコン（６月６件→７月 14件） 

 

 ＜相談概要＞（20代 男性） 

  自宅のエアコン設置に際して、複数社に自宅に来てもらい、見積を取って１社に決

めた。工事完了後、依頼した場所と室外機の位置が異なっていたことに気が付いた。

設置し直してほしいのだが、その業者には頼みたくない。もしクーリング・オフでき

るのであればクーリング・オフしたいが、可能だろうか。 

  

 ＜助言内容等＞ 

  自宅で契約した場合は訪問販売となるためクーリング・オフの対象となるが、消費

者の側から事業者に訪問要請を行った場合は適用除外となることを知らせた。 

最近の事例として、インターネット広告では安い料金を提示していながら、自宅で

契約する際に高額な申込を求められるケースがあり、広告と実際の価格に大幅な乖離

があった場合は「もともと消費者が高額な契約を行う意思を有していかった」とみな

されるため、クーリング・オフの適用が可能と考えられている旨を説明。 

広告の金額と乖離がなく、契約の意思を有していた場合はクーリング・オフは難し

いと思われる旨を伝えたところ、相談者は納得して相談終了となった。 

 

２ 相談件数の  及び区別内訳 

 


